
家
庭

裁
判

所
の

あ
ら

ま
し

_6　
K
C
M
Y

家庭裁判所のあらまし _6 　KCMY

2020/9/7　1 校　製作：杉田　内校：長井



等

HP01-10_家庭裁判所あらまし_CS6.indd   7 15/09/07   16:32 HP01-10_家庭裁判所あらまし_CS6.indd   8

　この調査は，非行の原因や少年の抱える問
題を明らかにし，どうすれば立ち直ることが
できるかを見極めるために，少年の性格，日
頃の行動，生育歴，環境等について，行動科
学等の知識や技法を活用して行われます。

見てくることもあります。また，被害の実情
を詳しく把握するために被害を受けた方からお話をうかがうことがあり，このような調査の過程
で，少年の非行の原因となっている問題性に応じた様々な教育的な働き掛けを行います。例えば，
少年や保護者に非行に至った要因を考えさせた上で，指導，助言を行います。さらに，少年を老人
ホームでの介護活動や地域清掃活動等の社会奉仕活動に参加させたり，犯罪によって被害を受けた
方の声を直接聴く講習を受けさせたりして反省を促すこともあります。

２　刑罰法令に触れる行為をしたが，その行為の時14歳未満であったため，法律上，罪を犯したこ
とにならない少年（触法少年）

３　20歳未満（※）で，保護者の正当な監督に従わない，などの不良行為があり，その性格や環境
からみて，将来罪を犯し，又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年（ぐ犯少年）

※令和4年4月1日以降は、18歳未満
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